
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成２８年５月２

４日付けで認可した秤口町内会，平成１９年１２月２７日付けで認可した

大原戸寺町会，平成１１年１月２６日付けで認可した本多山会館連合町内

会及び平成９年３月１４日付けで認可した醍醐北団地会について変更の届

出があったため，同条第１０項の規定により次のとおり告示します。 

  令和３年５月１４日 

 

京都市長 門川 大作   

 

 変更があった事項及びその内容 

１ 秤口町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 南村 淳 前田 雅史 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市上京区日暮通出水

上る秤口町１６１番地１

２ 

京都市上京区日暮通出水

上る秤口町１６１番地１

１ 

 

２ 大原戸寺町会 

 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 松田 順一 保院 俊之 

代表者の住所 
京都市左京区大原戸寺町

９８番地 

京都市左京区大原戸寺町

３２３－２番地 

１２２



３ 大原戸寺町会 

 

４ 本多山会館連合町内会 

 

５ 醍醐北団地会 

（文化市民局地域自治推進室） 

 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 保院 俊之 香川 謙仁郎 

代表者の住所 
京都市左京区大原戸寺町

３２３－２番地 

京都市左京区大原戸寺町

２９５番地 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 三輪 一朗 宇野 成昌 

代表者の住所 
京都市東山区本町１５丁

目７５１番地２２ 

京都市東山区泉涌寺東林

町４３番地の４ 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 皆木 良介 小西 尋子 

代表者の住所 
京都市伏見区醍醐京道町

１７番地の３ 

京都市伏見区醍醐大高町

１１番地の１７ 


